
令和４年度 長野県スポーツ推進審議会委員公募要領 

 

                          長野県教育委員会 

 

１ 目 的 

  スポーツの振興に関する県民からの幅広い意見を、本県におけるスポーツの推進に

関する計画の策定や重要事項の調査・審議に反映させるため。 

 

２ 公募人数 

２名 

 

３ 公募期間 

  令和４年 8 月 16 日（火）から令和４年９月 16 日（金）まで 

 

４ 応募資格 

  次の要件のすべてを満たす方とします。 

(1) 県内に在住する方で、令和４年４月１日現在で満 20 歳以上の者 

(2) 長野県のスポーツ振興について関心を持ち、本県のスポーツ推進計画に関する評

価・検証や次期スポーツ推進計画の策定に向けた審議において、客観的に意見や提

言を述べることができる者 

(3) 年に数回程度開催される審議会に出席できる者（会議は原則平日の昼間開催） 

 

５ 委員の任期 

委嘱の日（令和４年 10 月予定）から２年間 

 

６ 応募方法 

(1) 以下の書類により、応募するものとします。 

   ① 応募申込書 

   ② 小論文（1,200 字以内） 

テーマ：「長野県のスポーツ振興における課題とそれに対する提案」 

(2) 応募は、郵送・持参のほか、ＦＡＸ・電子メールでも受け付けます。 

（電子メールの場合は、応募申込書の記載事項と同一の内容を記載すれば、様式は

問いません。） 

(3) 小論文の様式は、特に定めはありません。 

(4) 応募申込書と小論文は、返却いたしません。 

(5)「応募申込書」は、以下のページからダウンロードできます。 

https://www.pref.nagano.lg.jp//kyoiku/sports-ka/goannai/shingikai/shingikai/sport/r4koubo.html   

 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/sports-ka/goannai/shingikai/shingikai/sport/r4koubo.html


７ 応募締切 

  令和４年９月 16 日（金） 【必着】 

 

８ 選考方法 

(1) 応募申込書及び小論文による書類選考を行います。書類選考の結果、公募人数を超える数

が選考された場合は、抽選により決定します。 

(2) 選考結果は、本人に通知するほか、ホームページ等で公表します。 

 

９ その他 

(1) 審議会は公開で行いますので、委員として発言された内容は公開されます。 

(2) 委員には、長野県の規定に基づいて報酬及び旅費が支給されます。 

(3) 過去の審議会の審議状況や現スポーツ推進計画は以下のページに掲載しています。 

 

○長野県スポーツ推進審議会のページ 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/sports-ka/goannai/shingikai/shingikai/sport/index.html  

○長野県スポーツ推進計画のページ 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/sports-ka/sport/shinko/keikaku.html 

 

９ 応募先・問い合わせ先 

  〒３８０－８５７０（長野県庁専用郵便番号） 

長野県教育委員会事務局スポーツ課 

     電   話  ０２６－２３５－７４４７（直通） 

Ｆ Ａ Ｘ  ０２６－２３５－７４７６ 

電子メール  sports-kanri@pref.nagano.lg.jp  

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/sports-ka/goannai/shingikai/shingikai/sport/index.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/sports-ka/sport/shinko/keikaku.html

